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安中市議会会議規則の一部を改正する規則 

安中市議会会議規則（平成１８年安中市議会規則第１号）を次のように改正する。 

目次中「、参考人」を「及び参考人」に改める。 

第６条中「すべて」を「全て」に改める。 

第８条第２項本文中「認めるときは」の次に「、会議に宣告することにより」を加え、

同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときそ

の他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。 

第１３条第２項中「そなえ」を「備え」に改める。 

第１４条中「再び」を「、再び」に改める。 

第１８条第１項中「承認を要する」を「許可を得なければならない。ただし、会議の

議題となる前においては、議長の許可を得なければならない」に改め、同条第２項及び

第３項中「承認」を「許可」に改める。 

第２８条中「職員の点呼に応じて」を「議長の指示に従って」に改め、「を備付けの

投票箱に投入」を削る。 

第３７条中「まって」を「待って」に改める。 

第４４条第１項中「ときは」の次に「、議会の承認を得て」を加える。 

第４９条第１項及び第５１条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

第５４条第１項中「すべて」を「全て」に改め、同条第２項中「発言」を「、発言」

に改める。 

第６９条の見出し中「起立又は挙手」を「電子採決システム等」に改め、同条第１項

中「問題を可とする者に起立又は挙手をさせ、起立又は挙手」を「電子採決システムに

より問題を可とする者」に改め、同条第２項中「議長が」の次に「前項の規定により」

を、「とき、又は」の次に「第１項若しくは前項の規定による」を加え、同項を同条第

４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 電子採決システムによる表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成のボタンを、

問題を否とする者は反対のボタンを押すものとする。この場合において、賛成又は反

対のいずれのボタンも押さない者については、問題を否とする者とみなす。 

３ 第１項及び第７５条ただし書の規定にかかわらず、議長は、必要があると認めると



きは、起立又は挙手により表決を採ることができる。この場合において、議長は問題

を可とする者に起立又は挙手をさせ、起立又は挙手の多少を認定して可否の結果を宣

告する。 

第７５条ただし書中「起立の方法で」を「電子採決システムにより」に改める。 

第７６条第３項中「すべて」を「全て」に改める。  

第１章第９節の節名を次のように改める。 

    第９節 公聴会及び参考人 

第７９条第１項中「いう。）は、」の次に「前条の規定により」を加え、「文書で」

を削る。 

第９９条中「承認を要する」を「許可を得なければならない。ただし、会議の議題と

なる前においては、委員長の許可を得なければならない」に改める。 

第１１３条及び第１１５条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

第１２４条の見出し中「朗読」を「配布」に改め、同条中「、職員をして朗読させる」

を「その写しを委員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代

えることができる」に改める。 

第１２６条中「第１章第４節」を「、第１章第４節」に改める。 

第１３０条の見出し中「起立」の次に「又は挙手」を加え、同条第１項中「起立させ」

を「起立又は挙手をさせ」に、「起立者」を「起立又は挙手」に改める。 

第１３６条ただし書中「起立」の次に「又は挙手」を加える。 

第１３７条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

第１３８条第２項中「、法人」を「並びに法人」に改める。 

第１４０条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができ

る。 

第１４０条第２項を次のように改める。 

２ 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。 

第１４０条第３項中「みなす」を「みなし、それぞれの委員会に付託する」に改める。 

第１４２条第１項中「意見を付け、」を削り、同条中第２項を第３項とし、第１項の

次に次の１項を加える。 



２ 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができ

る。 

第１４４条中「、その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改

める。 

第１５１条中「外とう、えり巻、つえ、かさ」を「コート、マフラー、傘」に改める。 

第１５６条中「資料、新聞紙、文書等の印刷物」を「資料等」に改める。 

第１５８条中「すべて」を「全て」に改める。 

第１６０条の次に次の１条を加える。 

（代理弁明） 

第１６０条の２ 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一

身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をし

て代わって弁明させることができる。 

   附 則 

 この規則は、安中市役所位置条例の一部を改正する条例（令和７年安中市条例第３２

号）の施行の日から施行する。 



安中市議会会議規則(平成18年安中市議会規則第1号)新旧対照表 

現  行 改 正 案 

目次 目次 

(略)  (略) 
第9節 公聴会、参考人 (第77条―第83条) 第9節 公聴会及び参考人(第77条―第83条) 

 (略)  (略) 
(会期中の閉会) (会期中の閉会) 

第6条 会議に付された事件をすべて議了したとき

は、会期中でも議会の議決で閉会することができ

る。 

第6条 会議に付された事件を全て  議了したとき

は、会期中でも議会の議決で閉会することができ

る。 
(会議時間) (会議時間) 

第8条 （略） 第8条 （略） 
2 議長は、必要があると認めるときは            

             、会議時間を変更することができ

る。ただし、出席議員4人以上から異議があるとき

は、討論を用いないで会議に諮って決める。 

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に宣告

することにより、会議時間を変更することができ

る。ただし、出席議員4人以上から異議があるとき

は、討論を用いないで会議に諮って決める。 
（新設） 3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない

場合であって緊急を要するときその他の特に必要

があると認めるときは、会議時間を変更すること

ができる。 
3 （略） 4 （略） 

(議案の提出) (議案の提出) 
第13条 （略） 第13条 （略） 
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案

をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しな

ければならない。 

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案

を備え  、理由を付け、委員長が議長に提出しな

ければならない。 
(一事不再議) (一事不再議) 

第14条 議会で議決された事件については、同一会

期中は再び 提出することができない。 
第14条 議会で議決された事件については、同一会

期中は、再び提出することができない。 
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回) (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回) 

第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂

正しようとするとき、及び会議の議題となった動

議を撤回しようとするときは、議会の承認を要す

る                                          
                                        。 

第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂

正しようとするとき、及び会議の議題となった動

議を撤回しようとするときは、議会の許可を得な

ければならない。ただし、会議の議題となる前に

おいては、議長の許可を得なければならない。 
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認

を求めようとするときは、提出者から請求しなけ

ればならない。 

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の許可

を求めようとするときは、提出者から請求しなけ

ればならない。 



3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求め

ようとするときは、委員会の承認を得て委員長か

ら請求しなければならない。 

3 委員会が提出した議案につき第1項の許可を求め

ようとするときは、委員会の許可を得て委員長か

ら請求しなければならない。 
(投票) (投票) 

第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票

を備付けの投票箱に投入する。 
第28条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票

                   する。 
(付託事件を議題とする時期) (付託事件を議題とする時期) 

第37条 委員会に付託した事件は、その審査又は調

査の終了をまって議題とする。 
第37条 委員会に付託した事件は、その審査又は調

査の終了を待って議題とする。 
(委員会の中間報告) (委員会の中間報告) 

第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件に

ついて特に必要があると認めるときは         
         、中間報告を求めることができる。 

第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件に

ついて特に必要があると認めるときは、議会の承

認を得て、中間報告を求めることができる。 
2 （略） 2 （略） 

(発言の許可等) (発言の許可等) 

第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇

してしなければならない。ただし、簡易な事項に

ついては、議席で発言することができる。 

第49条 発言は、全て  議長の許可を得た後、登壇

してしなければならない。ただし、簡易な事項に

ついては、議席で発言することができる。 
2 （略） 2 （略） 

(発言の通告をしない者の発言) (発言の通告をしない者の発言) 
第51条 発言の通告をしない者は、通告した者がす

べて発言を終わった後でなければ発言を求めるこ

とができない。 

第51条 発言の通告をしない者は、通告した者が全

て  発言を終わった後でなければ発言を求めるこ

とができない。 

2及び3 （略） 2及び3 （略） 
(発言内容の制限) (発言内容の制限) 

第54条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題

外にわたり又はその範囲を超えてはならない。 
第54条 発言は、全て  簡明にするものとし、議題

外にわたり又はその範囲を超えてはならない。 
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるとき

は、注意し、なお従わない場合は発言 を禁止す

ることができる。 

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるとき

は、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止す

ることができる。 
3 （略） 3 （略） 

(起立又は挙手      による表決) (電子採決システム等による表決) 
第69条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を

可とする者に起立又は挙手をさせ、起立又は挙手

の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

第69条 議長が表決を採ろうとするときは、電子採

決システムにより問題を可とする者            
の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

（新設） 2 電子採決システムによる表決を行う場合には、問

題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とす

る者は反対のボタンを押すものとする。この場合



において、賛成又は反対のいずれのボタンも押さ

ない者については、問題を否とする者とみなす。 
（新設） 3 第1項及び第75条ただし書の規定にかかわらず、

議長は、必要があると認めるときは、起立又は挙

手により表決を採ることができる。この場合にお

いて、議長は問題を可とする者に起立又は挙手を

させ、起立又は挙手の多少を認定して可否の結果

を宣告する。 
2 議長が                起立又は挙手の多少を

認定し難いとき、又は                         
    議長の宣告に対して出席議員6人以上から異

議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票

で表決を採らなければならない。 

4 議長が前項の規定により起立又は挙手の多少を

認定し難いとき、又は第1項若しくは前項の規定に

よる議長の宣告に対して出席議員6人以上から異

議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票

で表決を採らなければならない。 
(簡易表決) (簡易表決) 

第75条 議長は、問題について異議の有無を会議に

諮ることができる。異議がないと認めるときは、

議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣

告に対して、出席議員6人以上から異議があるとき

は、議長は、起立の方法で          表決を採ら

なければならない。 

第75条 議長は、問題について異議の有無を会議に

諮ることができる。異議がないと認めるときは、

議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣

告に対して、出席議員6人以上から異議があるとき

は、議長は、電子採決システムにより表決を採ら

なければならない。 
(表決の順序) (表決の順序) 

第76条 （略） 第76条 （略） 
2 （略） 2 （略） 
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について

表決を採る。 
3 修正案が全て  否決されたときは、原案について

表決を採る。 
第9節 公聴会、参考人 第9節 公聴会及び参考人 

(公述人の決定) (公述人の決定) 
第79条 公聴会において意見を聴こうとする利害関

係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)
は、                あらかじめ文書で申し出た

者及びその他の者の中から、議会において定め、

議長から本人にその旨を通知する。 

第79条 公聴会において意見を聴こうとする利害関

係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)
は、前条の規定によりあらかじめ      申し出た

者及びその他の者の中から、議会において定め、

議長から本人にその旨を通知する。 
2 （略） 2 （略） 

(動議の撤回) (動議の撤回) 
第99条 提出者が会議の議題となった動議を撤回し

ようとするときは、委員会の承認を要する       
                                            
                                 。 

第99条 提出者が会議の議題となった動議を撤回し

ようとするときは、委員会の許可を得なければな

らない。ただし、会議の議題となる前においては、

委員長の許可を得なければならない。 
(発言の許可) (発言の許可) 



第113条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でな

ければ発言することができない。 
第113条 委員は、全て  委員長の許可を得た後でな

ければ発言することができない。 
(発言内容の制限) (発言内容の制限) 

第115条 発言は、すべて簡明にするものとして、議

題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。 
第115条 発言は、全て  簡明にするものとして、議

題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。 
2 （略） 2 （略） 

(答弁書の朗読) (答弁書の配布) 

第124条 市長その他の関係機関が、質疑に対し、直

ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したと

きは、委員長は、職員をして朗読させる         
                                            
                 。 

第124条 市長その他の関係機関が、質疑に対し、直

ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したと

きは、委員長はその写しを委員に配布する。ただ

し、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代

えることができる。 
(選挙規定の準用) (選挙規定の準用) 

第126条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委

員長の互選の方法については第1章第4節 の規定

を準用する。 

第126条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委

員長の互選の方法については、第1章第4節の規定

を準用する。 
(起立        による表決) (起立又は挙手による表決) 

第130条 委員長が表決を採ろうとするときは、問題

を可とする者を起立させ     、起立者   
 の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

第130条 委員長が表決を採ろうとするときは、問題

を可とする者を起立又は挙手をさせ、起立又は挙

手の多少を認定して可否の結果を宣告する。 
2 （略）  2 （略） 

(簡易表決) (簡易表決) 
第136条 委員長は、問題について異議の有無を会議

に諮ることができる。異議がないと認めるときは、

委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長

の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、

委員長は、起立        の方法で表決を採らなけ

ればならない。 

第136条 委員長は、問題について異議の有無を会議

に諮ることができる。異議がないと認めるときは、

委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長

の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、

委員長は、起立又は挙手の方法で表決を採らなけ

ればならない。 
(表決の順序) (表決の順序) 

第137条 （略） 第137条 （略） 
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について

表決を採る。 
2 修正案が全て  否決されたときは、原案について

表決を採る。 
(請願書の記載事項等) (請願書の記載事項等) 

第138条 （略） 第138条 （略） 
2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の

趣旨、提出年月日、法人  の名称及び所在地を

記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければ

ならない。 

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の

趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を

記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければ

ならない。 
3及び4 （略） 3及び4 （略） 



(請願の委員会付託) (請願の委員会付託) 
第140条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願

を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託す

る。ただし、議長において常任委員会又は議会運

営委員会に付託する必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

第140条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願

を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託す

る。ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議

決で特別委員会に付託することができる。 

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要がある

と認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会

の議決で、特別委員会に付託することができる。 

2 委員会の付託は、議会の議決で省略することがで

きる。 

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合

は、2以上の請願が提出されたものとみなす      
                      。 

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合

は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それ

ぞれの委員会に付託する。 
(請願の審査報告) (請願の審査報告) 

第142条 委員会は、請願について審査の結果を次の

区分により意見を付け、議長に報告しなければな

らない。 

第142条 委員会は、請願について審査の結果を次の

区分により            議長に報告しなければな

らない。 
(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

（新設） 2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審

査結果に意見を付けることができる。 

2 （略） 3 （略） 
(陳情書の処理) (陳情書の処理) 

第144条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、

その内容が請願に適合するものは、請願書の例に

より処理するものとする。 

第144条 議長は、陳情書又はこれに類するもので議

長が必要があると認める  ものは、請願書の例に

より処理するものとする。 
(携帯品) (携帯品) 

第151条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽

子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、

又は携帯してはならない。ただし、病気その他の

理由により議長の許可を得たときは、この限りで

ない。 

第151条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽

子、コート、マフラー、傘      の類を着用し、

又は携帯してはならない。ただし、病気その他の

理由により議長の許可を得たときは、この限りで

ない。 
(資料等印刷物の配布許可) (資料等印刷物の配布許可) 

第156条 議場又は委員会の会議室において、資料、

新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長

又は委員長の許可を得なければならない。 

第156条 議場又は委員会の会議室において、資料等

                      を配布するときは、議長

又は委員長の許可を得なければならない。 
(議長の秩序保持権) (議長の秩序保持権) 

第158条 すべて規律に関する問題は、議長が定め

る。ただし、議長は、必要があると認めるときは、

討論を用いないで会議に諮って定める。 

第158条 全て  規律に関する問題は、議長が定め

る。ただし、議長は、必要があると認めるときは、

討論を用いないで会議に諮って定める。 
（新設） (代理弁明) 



第160条の2 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲

罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする

場合において、議会又は委員会の同意を得たとき

は、他の議員をして代わって弁明させることがで

きる。 

 


